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「第50回定期中央委員会」開催！「第50回定期中央委員会」開催！

24春闘方針を満場一致で可決！24春闘方針を満場一致で可決！
職場の努力に報いない経営姿勢に立ち向かい、職場の努力に報いない経営姿勢に立ち向かい、

組織強化・拡大でたたかい抜くことを確認！組織強化・拡大でたたかい抜くことを確認！

１． 組合員の雇用と利益を守り抜くために、「新生ＪＲ東労組運動宣言」をもとに

 「抵抗とヒューマニズム」の精神を育み、ＪＲ東労組への帰属意識を高めて行こう！

１． ハラスメントや不当労働行為をはじめとしたあらゆる妨害を許さず、24春闘勝利！

過半数代表者選挙勝利！ 1万名組織をめざし、組織強化・拡大を実現しよう！

スローガン

　2月9日、目黒さつきビルにおいて「第50回定期中央委員会」を開催しました。

　質疑では、17名の委員から、命に関わる事故が相次ぐ中で安心して仕事が

できない現実や、不当労働行為・ハラスメントがエスカレートしている実態、

組織再編や「融合と連携」によって働き度が高まっている職場の声、ローカ

ル線をめぐる地元との関係づくり、そして組織強化・拡大に向けた実践などが

発言されました。また、傍聴のバス関東本部・バス東北本部・ＪＥＳＳ協議

会からも委員の承認に基づき発言が行われ、期末手当のたたかいの総括と、

24春闘勝利に向けた決意が語られました。

　そして、定期大会までの方針を満場一致で確認した後、不当処分・不当転

勤とたたかう大宮運転区分会と連帯するために参加者全員で取り組んだ檄布

を手渡すと共に、あらゆる妨害を跳ね除け、ＪＲ総連の仲間と共に組合員の

ためにたたかい抜くことを確認しました。 【内容2～3面】

議長を務めた、今委員（秋田）、鈴木委員（東京）

　① 一律賃上げ獲得！すべての要求実現！統一要求・統一闘争で全職場・全組合員と共に

2024ＪＲ総連春闘をたたかい抜こう！
　② ＪＲ総連の旗の下、労働組合の力を発揮し、低額相場と労働者の分断・競争・格差拡

大に抗し、労働者の団結・連帯・共闘を実現しよう！を掲げ、

　　　　◆ ベア一律12,000円を要求
　　　　◆ エルダー組合員の基本賃金12,000円引き上げを要求
　　　　◆ 定期昇給（昇給係数4）の完全実施を要求
　　　　◆ 21春闘における「定期昇給」カットの課題解決をめざす
　　　　◆ 「第二基本給制度」の凍結を要求

　　　　◆ 65歳定年制を要求

2 0 2 4 J R総連春闘勝利に向けた取り組み

回答日を3月13日
までとし

全７項目を提出！

申15号

申12号交渉で確認した
 「6つの確認事項」

① 春闘と夏季手当の位置づけと考えは変わらないこと

② 基本給、夏季手当を同時議論することにより、ベース

アップや夏季手当を抑えることにはならないこと

③ 期末手当の安定的支給ベースを定めて、今後の労使議

論に持ち込まないこと

④ 労使議論の回数や時間を削減することが目的ではない

こと

⑤ より労使の議論が重要となってくること

⑥ 労使議論が成熟できる時間を確保して、労使の議論を

し尽くすこと

　2月20日、本部は申12号交渉での「6つの確認事項」（右欄参照）

に踏まえ、夏季手当に関する申し入れを提出しました。

要求項目

1． 2024年度夏季手当を基準内賃金の

3.2ヶ月とすること。

2． 支払いについては、2024年6月28日までとすること。

3． 回答については、2024年3月13日までとすること。

 申16号「2024年度夏季手当に
 関する申し入れ」提出




